
別紙1 各事業・施設の運営状況（3月～7月上旬まで）
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緊急事態宣言

↳宣言解除 →宣言解除（３９県） →（３府県） →（１都３県）

【都】 緊急事態措置 →ステップ３

1 利用者支援事業（基本型） 子ども家庭課

2 おでかけひろば 子ども家庭課

3 ほっとステイ 子ども家庭課

4
ファミリー・サポート・セン
ター事業

子ども家庭課

5
赤ちゃんショートステイ
（日赤医療センター附属乳児院）

児童相談支援課

6
子どものショートステイ・要支援ショート
ステイ（児童養護施設　福音寮）

児童相談支援課

7
トワイライトステイ
（児童養護施設　福音寮）

児童相談支援課

8 妊娠期面接 健康推進課

9 せたがや子育て利用券 健康推進課

10
母親学級、両親学級、ぷれパ
パママ講座

健康推進課

11 妊婦健診 健康推進課

12 産前産後等援助サービス 社会福祉協議会

13
乳児期家庭訪問（赤ちゃん訪
問）

健康推進課

14 妊娠相談、個別相談・指導 健康推進課

15
産後ケアセンター・ママズ
ルーム

児童相談支援課

16 乳幼児健診 健康推進課

17 子どもの予防接種 感染症対策課

18
育児講座、離乳食講習会、
MCG

健康推進課

19 区立幼稚園
幼児教育・保育

推進課

20
私立幼稚園、幼稚園等の預か
り保育

子ども育成推進
課

21

区立保育園、私立保育園、地域型
保育事業、区立認定こども園（認
定こども園多聞幼稚園保育枠）、
私立認定こども園、認証保育所、
保育室、保育ママ

保育課、保育認
定・調整課

22 休日保育 保育課

23 病児・病後児保育 保育課

24 緊急保育 保育課

25 保育園等の一時保育 保育課

26 子ども・子育てテレフォン 児童相談支援課

27
養育支援等ホームヘルパー訪
問事業

児童相談支援課

28 さんさんプラスサポート 子ども家庭課

29
区立障害児通所施設、発達障害相談・
療育センター、発達相談室など

障害保健福祉課

30 せたがやゼミナール 生活福祉課

31
ひとり親家庭支援（子どもの学習
支援、相談など）

子ども家庭課

(4)学
校

32 小中学校 教育指導課

33 新ＢＯＰ及び学童保育
児童課、生涯学
習・地域学校連

携課

34
児童館（北沢子どもの居場所、奥
沢子育て児童ひろばを含む）

児童課

35
プレーパーク及び砧多摩川あ
そび村

児童課

36
青少年交流センター（3か
所）

若者支援担当課

37 あいりす、たからばこ 若者支援担当課

38 メルクマールせたがや 若者支援担当課

強い自粛要請

→段階的な再開

→段階的な再開

事業継続

事業継続

休園
（利用希望者には休園の旨を伝えたうえ

で、必要な方には保育を実施）

休園【延長】
（利用希望者には休園の旨を伝えたうえで、必要な方には保

育を実施）

事業継続 事業継続（希望者は休止可能） 事業継続（休止した方は順次再開）

休園措置の解除      6月末を目処に登園自粛要請継続
家庭での保育が可能
な方への協力のお願

い（利用希望者には自粛要請の旨を伝えたうえで、必
要な方には保育を実施。）

施設により休園もしくは利用限定して実施【延長】

休止 →利用限定・会場変更し再開

休止 →「ぷれパパママ講座」のみ再開（6月オン
ライン講座、7月より通常講座）

休止 →再開

→　利用限定を段階的に緩和

通常どおり実施

利用限定して実施【延長】 →再開

休止 休止【延長】 →再開

休園
（一部、必要な方のみ預かり保育を実施）

→段階的な再開(園により登園自粛、自由登園、短縮・分散保育等)
※通常保育再開時期は各園にて判断

休園
（一部の園にて開園）

休園措置の解除
6月末を目処に登園自粛要請継続、縮小保育へ移行

保育料の減免、補助の継続実施
家庭での保育が可能な
方への協力のお願い

施設により利用を限定して実施

休園【延長】

施設により休園もしくは利用限定して実施

自粛要請

事業継続・一部休止 →段階的な再開

→対面での相談を再開するが、引き続き、電話等を中心として相談を実施

休止【延長】

休止【延長】

自粛要請、利用を限定して実施 自粛要請、利用を限定して実施【延長】

→再開

 →段階的な再開(休園措置の解除、6月末を目処に登園自粛要請、縮
小保育へ移行)

→段階的な再開
   (分散登園)

利用限定して実施（ママズルームは休止） 利用限定して実施【延長】（ママズルームは休止） →段階的な再開

休止

休止

通常通り実施（やむを得ない場合は期限延長が可能）

通常どおり実施

通常どおり実施

通常どおり実施

通常どおり実施

→再開

休止（３月２日～）

利用限定して実施

休園（４月10日～）
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庭
へ
の
支
援

休止

自粛要請

6月

休止

休止【延長】 休止【延長】 →事業者の判断により対応

7月

【国】

東京アラート

大
項
目

No 事業名

3月 4月 5月

担当課

緊急事態宣言 【延長】緊急事態宣言

緊急事態措置 【延長】緊急事態措置

対面相談の原則中止等、対応方法を限定して実施 対面相談の原則中止等、対応方法を限定して実施【延長】

休止【延長】 休止【延長】 →段階的な再開

事業継続・一部休止 事業継続・一部休止【延長】 →段階的な再開

休校（３月２日～）

→段階的な再開

利用限定して休止（学童クラブ）、休止（BOP） 利用限定して休止（学童クラブ）、休止（BOP）【延長】 →自粛要請し再開（学童クラブ）、中止（BOP)

(

6

)

若
者
支

援

休止 休止【延長】 休止【延長】 →段階的な再開

強い自粛要請
(私立幼稚園型認定こども園の
教育標準時間認定枠は休園)

休園
（社会生活維持関係者等へ応急保育の実施、
私立幼稚園型認定こども園の教育標準時間認

定枠は休園）

休園【延長】
（社会生活維持関係者等へ応急保育の実施、私立幼稚園型認

定こども園の教育標準時間認定枠は5/26から休園要請緩和）
休園措置の解除      6月末を目処に登園自粛要請継続

休止【延長】 →再開

休校【延長】 →段階的な再開

休止 休止【延長】

活動休止

(
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通常保育に向けた
段階的保育、
保育料の減免
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休止【延長】

(
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幼
児
教
育
・
保
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休止

自粛要請
(私立幼稚園型認定

こども園の教育標準
時間認定枠は4/11

から休園)

休止

→ステップ２
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